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初代日銀総裁・吉原重俊の思想形成と政策展開

初
代
日
銀
総
裁
・
吉
原
重
俊
の
思
想
形
成
と
政
策
展
開

小　

川　

原　

正　

道

一
、　

は
し
が
き

二
、　

留
学
の
経
緯

三
、　

イ
エ
ー
ル
大
学
時
代

四
、　

外
交
官
・
大
蔵
官
僚
と
し
て

五
、　

日
銀
総
裁
と
し
て

六
、　

む
す
び

一
、　

は
し
が
き

　

イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
（M

anuscripts and A
rchives, Y

ale U
niversity 

Library

）
に
は
、
戦
前
期
に
日
本
人
と
し
て
イ
エ
ー
ル
大
学
に
入
学
し
た
学
生
の
氏
名
・
出
身
地
・
在
学
年
・
所
属
学
科
・
取
得

学
位
な
ど
を
一
覧
と
し
て
ま
と
め
た
「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
冒
頭
に
は
、「
大
原
礼マ
マ

之
助
」（
一
八
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七
〇
︱
一
八
七
一
）、「
津
田
真
道
」（
一
八
七
二
︱
一
八
七
三
）、「
山
川
健
次
郎
」（
一
八
七
二
︱
一
八
七
五
）
の
名
が
あ
る）1
（

。

　

津
田
が
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
、
維
新
後
は
司
法
省
に
出
仕
し
て
法
整
備
に
尽
力
し
な
が
ら
、
明
六
社
に
参
加
し
て
啓
蒙
活

動
に
努
め
た
こ
と
、
ま
た
山
川
が
物
理
学
者
・
教
育
家
と
し
て
活
躍
し
、
東
京
帝
国
大
学
、
九
州
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
総
長

な
ど
を
歴
任
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
イ
エ
ー
ル
に
最
初
に
入
学
し
た
日
本
人
「
大
原
礼
之
助
」
と
は
誰
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
犬
塚
孝
明
が
、
こ
れ
は
薩
摩
藩
か
ら
送
ら
れ
た
第
二
次
海
外
留
学
生
・
吉
原
重
俊
の
変
名
で
あ
る
こ
と
、

当
初
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
目
指
し
て
い
た
が
途
中
で
留
学
先
を
米
国
に
変
更
し
、
留
学
生
中
で
も
英
語
力
に
優
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た

ボ
ス
ト
ン
近
郊
で
熱
心
に
勉
学
に
努
め
て
イ
エ
ー
ル
に
留
学
し
、「
好
成
績
で
卒
業
」
後
に
岩
倉
使
節
団
に
外
務
三
等
書
記
官
に
任

命
さ
れ
、
の
ち
大
蔵
省
に
転
じ
て
、
初
代
の
日
本
銀
行
総
裁
に
就
任
し
た
こ
と
、
な
ど
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る）2
（

。

　

た
だ
、
イ
エ
ー
ル
の
日
本
人
留
学
生
や
吉
原
個
人
に
つ
い
て
の
研
究
が
乏
し
い）（
（

た
め
、
こ
れ
ま
で
、
吉
原
が
日
本
人
と
し
て
最
初

に
イ
エ
ー
ル
に
入
学
し
た
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
在
学
中
の
様
子
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
イ
エ
ー
ル
時
代
の
経
験
が
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
活
か
さ
れ
、
政
策
形
成
・
政
策
展
開
に
反
映
さ
れ
た
の
か
否
か
、
と
い
っ

た
考
察
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
の
調
査
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
研
究
上
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、「
吉
原
重
俊
関

係
資
料
」（
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）
な
ど
を
活
用
し
て
、
吉
原
の
イ
エ
ー
ル
時
代
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
と

も
に
、
そ
の
知
識
・
思
想
形
成
過
程
と
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
外
交
官
や
大
蔵
官
僚
、
日
銀
総
裁
と
し
て
の
政
策
形
成
・
政
策
展
開
に

い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

二
、　

留
学
の
経
緯
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吉
原
重
俊
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
四
月
十
日
鹿
児
島
に
吉
原
弥
次
郎
と
し
て
生
ま
れ
、
藩
校
造
士
館
に
学
ん
だ
あ
と
、
尊

攘
派
の
志
士
と
し
て
活
動
し
た
。
幼
少
期
か
ら
文
学
を
好
み
、
漢
文
、
詩
文
の
読
書
、
作
文
に
長
け
て
い
た
た
め
、
僅
か
十
二
歳
で

藩
主
の
句
読
師
助
に
任
じ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
四
月
の
寺
田
屋
騒
動
で
鹿
児
島
に
送
還
さ
れ

て
謹
慎
処
分
を
受
け
た
が
、
翌
年
の
薩
英
戦
争
の
際
に
謹
慎
を
解
か
れ
、
英
国
船
に
斬
り
込
も
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
戦
争
を
通

し
て
列
強
の
圧
倒
的
実
力
を
思
い
知
っ
た
薩
摩
藩
は
、
留
学
生
を
現
地
に
送
り
込
む
こ
と
と
な
り
、
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年
二
月

の
第
一
次
薩
摩
藩
海
外
留
学
生）4
（

に
続
い
て
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
三
月
に
第
二
次
留
学
生
を
派
遣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
吉
原

は
横
浜
で
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
（Sam

uel Robbins Brow
n

）
牧
師
か
ら
英
語
を
学
び
、
さ

ら
に
開
成
所
の
武
田
斐
三
郎
か
ら
英
学
を
学
ん
だ
上
で
、
こ
の
第
二
次
留
学
生
の
一
員
と
し
て
選
抜
さ
れ
た）（
（

。

　

か
く
し
て
第
二
次
薩
摩
藩
海
外
留
学
生
に
任
じ
ら
れ
た
吉
原
は
、
江
夏
喜
蔵
、
仁
礼
景
礼
、
湯
地
定
基
、
種
子
島
敬
輔
と
と
も
に

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
三
月
二
十
六
日
、
長
崎
を
出
航
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
を
経
由
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
た
の
が
九
月
二

十
七
日
、
ボ
ス
ト
ン
を
経
て
、
ボ
ス
ト
ン
か
ら
西
約
百
キ
ロ
の
地
に
あ
っ
た
モ
ン
ソ
ン
へ
行
き
、
後
発
し
た
木
藤
市
介
と
合
流
、
同

地
に
あ
っ
た
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
校
長
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
モ
ン
ド
（Charles H

am
m

ond

）
と
面
会
し
て
、
十
一
月
一
日

に
入
学
し
た
。
あ
く
ま
で
鎖
国
体
制
下
の
密
航
で
あ
っ
た
た
め
、
江
夏
は
久
松
、
仁
礼
は
島
田
、
湯
地
は
工
藤
、
種
子
島
は
吉
田
、

木
藤
は
芦
原
、
そ
し
て
吉
原
は
「
大
原
令
之
助
」
と
い
う
変
名
を
用
い
て
い
る
。
吉
原
は
長
崎
出
身
者
と
し
て
当
初
は
英
語
科
に
、

翌
年
に
は
古
典
科
に
移
り
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
ま
で
在
籍
し
て
い
る
。
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
一
八
〇
四
年
、
米
国

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
モ
ン
ソ
ン
に
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ラ
ー
ド
（John W

illard

）
牧
師
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
私
立
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

で
、
吉
原
が
入
学
し
た
当
時
は
名
門
進
学
校
と
し
て
黄
金
期
を
迎
え
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
小
林
功
芳
は
、
同
校
の
卒
業
生
で

あ
る
ブ
ラ
ウ
ン
が
娘
婿
で
あ
っ
た
長
崎
領
事
館
二
等
補
佐
官
の
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ラ
ウ
ダ
ー
（John Frederic Low

der

）
な
ど
を
通

じ
て
、
薩
摩
藩
に
同
校
へ
の
入
学
を
勧
誘
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る）（
（

。
ブ
ラ
ウ
ン
が
吉
原
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
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先
述
の
通
り
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
ハ
モ
ン
ド
の
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
た
た
め）7
（

、
特
に
ハ
モ
ン
ド
を
信
頼
し
て
送
り
出
し
た
と

い
う
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

吉
原
の
英
語
力
は
順
調
に
上
達
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
留
学
生
の
な
か
で
も
比
較
的
語
学
力
に
す
ぐ
れ
て
い
た
た
め
、
彼
を

教
師
と
し
て
、
誰
か
の
家
に
寄
り
集
ま
り
、
文
法
の
輪
読
な
ど
を
行
っ
て
い
た
と
い
う）8
（

。
吉
原
は
一
八
六
九
年
七
月
一
日
に
モ
ン
ソ

ン
を
卒
業
し
て
い
る）9
（

が
、
塩
崎
智
に
よ
る
と
、
六
月
の
卒
業
式
で
、
吉
原
は
種
子
島
と
と
も
に
英
文
ス
ピ
ー
チ
を
朗
読
し
て
お
り
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「Japan as it w

as and is

」
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
前
後
の
日
本
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で

あ
り
、
地
元
紙
の
『
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
・
デ
イ
リ
ー
・
ク
ー
ラ
ン
ト
』（H

artford D
aily Courant

）
は
、
彼
ら
は
す
ば
ら
し
い
英

語
を
話
し
、
か
な
り
鋭
敏
な
観
察
力
と
思
考
力
（observation and pow

er of thought

）
を
み
せ
た
と
報
じ
て
お
り
、
や
は
り
地

元
紙
の
『
ス
プ
リ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
・
レ
パ
ブ
リ
カ
ン
』（Springfield Republican

）
も
、
吉
原
の
英
語
力
に
つ
い
て
、
種
子
島

よ
り
も
自
由
に
英
語
を
使
い
こ
な
し
て
お
り
、
二
人
と
も
、
注
意
深
く
聞
け
ば
十
分
理
解
で
き
る
英
語
を
話
し
て
い
た
と
評
し
て
い

る
。
吉
原
の
英
語
力
は
相
当
に
上
達
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
同
年
一
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
、
吉
原
は
ブ
ラ
ウ
ン

か
ら
洗
礼
を
受
け
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

吉
原
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
新
島
襄
と
の
交
友
が
あ
っ
た
。
す
で
に
上
海
寄
港
の
際
に
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る

本
を
入
手
し
て
関
心
を
も
ち
は
じ
め
て
い
た
吉
原
は
、
モ
ン
ソ
ン
到
着
直
後
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
か
ら
情
報
を
得
て
、
当
時
ア
マ
ー
ス
ト

大
学
な
ど
で
学
ん
で
い
た
新
島
の
も
と
を
何
度
も
訪
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
と
も
に
聖
書
を
読
み
、
祈
禱
方
法
を

教
わ
る
な
ど
、
大
き
な
感
化
を
受
け
、
受
洗
に
至
っ
て
い
っ
た）（（
（

。

三
、　

イ
エ
ー
ル
大
学
時
代



（

初代日銀総裁・吉原重俊の思想形成と政策展開
　

一
八
四
六
年
か
ら
七
一
年
ま
で
イ
エ
ー
ル
大
学
の
学
長
を
務
め
た
セ
オ
ド
ア
・
Ｄ
・
ウ
ー
ル
ジ
ィ
（T

heodore D
w

ight 

W
oolsey

）
の
記
録
が
「W

oolsey Fam
ily Papers

」
と
し
て
同
大
学
図
書
館
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ

ス
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、
一
八
六
九
年
九
月
十
三
日
付
で
先
述
の
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
モ
ン

ド
校
長
（
イ
エ
ー
ル
大
学
出
身）

（（
（

）
か
ら
ウ
ー
ル
ジ
ィ
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
た
吉
原
（
大
原
）
の
イ
エ
ー
ル
入
学
に
際
し
て
の
推
薦
状
が

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
こ
の
手
紙
を
差
し
上
げ
る
の
は
、
大
原
令
之
助
の
た
め
で
す
。
彼
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
日
本
人
で
あ

り
、
約
三
年
間
、
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
ん
で
き
ま
し
た
。
日
本
政
府
が
我
が
国
に
派
遣
し
た
六
人
の
若
い
男
性
の
う
ち
の

一
人
で
あ
り
、
我
が
国
の
語
学
を
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
大
学
で
は
特
に
西
洋
諸
国
の
法
律
や
政
治
組
織
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
た

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ハ
モ
ン
ド
は
、
大
原
は
モ
ン
ソ
ン
に
入
学
し
た
時
点
で
、
す
で
に
英
語
を
話

す
こ
と
、
ま
た
ど
ん
な
英
語
の
本
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
英
語
を
書
く
こ
と
も
得
意
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
中
国
語
の
文
章
を

英
語
に
翻
訳
す
る
な
ど
、
語
学
力
に
卓
越
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
も
し
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

大
原
は
自
分
を
感
動
さ
せ
、
大
原
が
学
習
す
る
こ
と
で
、「
日
本
に
お
け
る
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
と
な
っ
て
、
翻
訳
な
ど
に
取
り
組
ん

で
日
本
の
学
校
に
も
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
。
本
人
の
希
望
と
し
て
、
一
年
間
の
み
学
部
課
程
で
学
習
し
、

そ
の
後
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
進
学
す
る
志
望
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

な
ぜ
、
吉
原
が
イ
エ
ー
ル
大
学
を
希
望
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

モ
ン
ソ
ン
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
イ
エ
ー
ル
大
学
の
あ
る
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州

ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ブ
ン
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
あ
り
、
こ
の
地
域
に
は
そ
の
他
に
も
大
学
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
選
択
肢
は
多
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
吉
原
を
高
く
評
価
し
て
い
た
ハ
モ
ン
ド
が
母
校
へ
の
進
学
を
勧
め
、
そ
の

推
薦
を
受
け
て
受
験
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
も
イ
エ
ー
ル
の
出
身
で
あ
り
、
彼
も
こ
れ
を
後
押
し
し
た
と

思
わ
れ
る
。
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イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
所
蔵
の
『Y

ale U
niversity Catalogues 1868-75

』

に
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
一
八
七
二
年
卒
業
予
定
学
年
に
お
け
る
一
八
七
〇
︱
一
八
七
一
学
年
の
一
年
生
と
し
て
「O

hara 

Reynokne, K
agosim

a, Japan, 121 H
igh st.

」
の
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
大
学
に
登
録
さ
れ
た
記
録
が
な
い）（（
（

。
吉
原
の

属
し
て
い
た
コ
ー
ス
は
卒
業
ま
で
に
二
年
を
要
し
、
一
八
七
〇
︱
一
八
七
一
学
年
の
授
業
開
始
日
は
一
八
七
〇
年
九
月
二
十
一
日
で

あ
っ
た）（（
（

。
な
お
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
吉
原
は
当
初
か
ら
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
へ
の
進
学
を
希
望
し
て
い
た
。

　

で
は
、
推
薦
状
を
受
け
た
六
九
年
九
月
か
ら
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
入
学
の
七
〇
年
九
月
ま
で
の
間
、
吉
原
は
何
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
同
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
所
蔵
の
『T

he Statistics of the Class of 1870, Y
ale College

』
は
、「
最
終
年
に
、
若
い
日
本
人
、

大
原
令
之
助
が
一
般
的
な
英
語
学
習
に
従
事
す
る
た
め
、
こ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
。
彼
は
暗
唱
や
講
義
に
参
加
し
、
ク
ラ
ス
の
正
式

な
メ
ン
バ
ー
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
は
多
方
面
に
関
心
が
あ
り
、
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
も
み
な
、
彼
を
喜
び
と
と
も
に
思

い
出
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う）（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
吉
原
は
、
一
八
七
〇
年
卒
業
予
定
の
イ
エ
ー
ル
大
学
学
部
課
程
の

最
終
年
、
す
な
わ
ち
一
八
六
九
年
︱
一
八
七
〇
年
に
か
け
て
、
非
正
規
学
生
と
し
て
学
部
課
程
の
ク
ラ
ス
に
参
加
し
、
英
語
の
学
習

や
多
方
面
へ
の
関
心
を
向
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
の
推
薦
状
で
は
「
西
洋
諸
国
の
法
律
や
政
治
組

織
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
た
い
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
「
多
方
面
に
関
心
が
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
こ
れ

ら
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
か
ら
派
遣
さ
れ
た
宣
教
師
で
、
一
八
七
〇
年
に
イ
エ
ー
ル
大
学
の

学
部
課
程
を
終
え
て
同
大
学
大
学
院
に
進
学
し
、
一
八
七
三
年
に
哲
学
博
士
号
を
取
得
後
、
同
志
社
で
教
鞭
を
と
っ
た
ド
ワ
イ
ト
・

Ｗ
・
ラ
ー
ネ
ッ
ド
（D

w
ight W

hitney Learned

）
は
、
そ
の
回
想
録
に
お
い
て
、「
明
治
三
年
に
本
国
の
大
学
に
居
っ
て
、
ウ
ー

ル
セ
ー
先
生
か
ら
政
治
学
の
講
義
を
聞
い
て
居
り
ま
し
た
が
、
そ
の
同
級
生
に
小
原
と
い
ふ
日
本
人
が
居
り
ま
し
た
。
之
れ
が
私
が

逢
っ
た
最
初
の
日
本
人
で
あ
り
ま
す）（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
明
治
三
年
す
な
わ
ち
一
八
七
〇
年
は
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
が
イ
エ
ー
ル
の
学
部

課
程
を
卒
業
し
た
年
で
あ
り
、
そ
の
後
ラ
ー
ネ
ッ
ド
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
師
を
目
指
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
研
究
に
専
念
し
て
同
大
学
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か
ら
一
八
七
三
年
に
博
士
号
を
取
得
し
、
セ
イ
ヤ
ー
大
学
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
師
と
な
っ
た）（（
（

。
大
学
院
で
は
ギ
リ
シ
ャ
語
に
専
念
し

て
お
り
、
政
治
学
を
学
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
学
部
課
程
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ー
ネ
ッ
ド
は
学
部
課
程

の
政
治
学
の
授
業
で
、「
小
原
」
と
い
う
日
本
人
と
同
席
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
吉
原
は
「
大
原
」
と
し
て
こ
の
時
期
学
部
課
程

に
非
正
規
生
と
し
て
在
籍
し
て
お
り
、
前
掲
の
「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
イ
エ
ー
ル
に
い
た
日
本

人
は
吉
原
た
だ
一
人
で
あ
っ
た）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
吉
原
の
曾
孫
で
あ
る
吉
原
重
和
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、「
こ
の
小
原
こ
そ
ま
ぎ
れ

も
な
く
大
原
令
之
助
の
こ
と）（（
（

」
で
あ
り
、
彼
が
政
治
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）（（
（

。「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
中
に
あ
る

「
吉
原
重
俊
略
伝
」
に
は
、
留
学
中
に
「
政
治
、
経
済
ノ
学
ヲ
修
ム
」
と
あ
り）（（
（

、
日
銀
開
業
時
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
も
「
米
国
ニ

航
シ
学
業
ニ
従
事
シ
就
中
当
時
ヨ
リ
財
務
ノ
事
ニ
着
目
シ
経
済
ノ
学
ヲ
講
究
セ
リ
」
と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら）（（
（

、
経
済
学
を
学
ん
で

い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
て
学
部
課
程
で
一
年
間
学
ぶ
こ
と
も
、
当
初
か
ら
の
吉
原
の
希
望
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
総
合
す
る
と
、
吉
原
は
一
八
六
九
年
九
月
に
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
推
薦
を
受
け
て
、
ま
ず
イ
エ
ー
ル
大
学
の
学
部

課
程
で
非
正
規
学
生
と
し
て
学
び
は
じ
め
、
そ
の
一
年
後
の
一
八
七
〇
年
九
月
、
イ
エ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
学
し
た
も
の
の
、

第
一
学
年
満
了
時
ま
で
在
籍
は
せ
ず
途
中
で
退
学
し
、
卒
業
は
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」
の
筆

頭
に
も
、
吉
原
（
大
原
）
の
所
属
先
は
「Law

 School
」
で
、
一
八
七
〇
︱
七
一
学
年
に
一
年
生
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
と
あ
り）（（
（

、

右
の
資
料
と
一
致
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
卓
越
し
た
英
語
力
が
、
吉
原
を
し
て
、
名
門
イ
エ
ー
ル
大
学
に
日
本
人
と
し
て
は
じ
め

て
入
学
す
る
と
い
う
栄
誉
を
達
成
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

吉
原
が
い
つ
退
学
し
た
か
だ
が
、
イ
エ
ー
ル
大
学
の
学
生
が
編
集
し
て
い
た
『T

he Y
ale Literary M

agazine

』
の
一
八
七
〇

年
十
一
月
号
に
、「
大
原
令
之
助
（
鹿
児
島
、
日
本
）
は
、
戦
争
の
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

派
遣
さ
れ
た
」
と
の
記
述
が
あ
る）（（
（

。
同
年
七
月
、
普
仏
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
記
事
を
最
初
に
発
見
し
た
吉
原
重
和
に
よ

れ
ば
、
旧
知
の
大
山
弥
助
（
巌
）
が
普
仏
戦
争
の
観
戦
武
官
団
を
率
い
て
到
着
す
る
た
め
、
こ
れ
に
随
行
し
て
戦
争
の
報
告
書
を
作
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成
す
る
こ
と
と
な
り
、
十
一
月
二
十
五
日
付
で
大
学
を
去
っ
た
と
い
う）（（
（

。
そ
の
後
、
吉
原
は
欧
州
に
渡
り
、
普
仏
戦
争
を
視
察
し
た

大
山
の
通
訳
を
務
め
た
よ
う
で
、『
読
売
新
聞
』
は
「
普
仏
戦
地
巡
視
の
為
め
今
の
大
山
陸
軍
大
臣
が
欧
州
へ
渡
航
せ
ら
れ
し
に
つ

き
吉
原
氏
は
其
通
弁
と
な
り
…
…
戦
地
を
巡
視
」
と
伝
え
て
い
る）（（
（

。
パ
リ
到
着
後
す
ぐ
に
パ
リ
は
ド
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
、

翌
年
一
月
に
陥
落
し
た
が
、
吉
原
は
こ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
よ
う
で
、「
吉
原
重
俊
略
伝
」
に
は
、「
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
普

仏
戦
争
ノ
際
ハ
巴
里
ニ
ア
リ
テ
籠
城
ノ
苦
ヲ
嘗
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
」
と
あ
る）（（
（

。
パ
リ
陥
落
後
、
吉
原
は
大
山
と
共
に
ロ
ン
ド
ン
に

渡
っ
た
が
、
一
八
七
一
年
三
月
十
日
、
吉
原
は
大
山
と
別
れ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
る
こ
と
と
な
り
、
大
山
か
ら
、
惜
別
の
漢
詩

を
贈
ら
れ
て
い
る
。『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』
に
よ
れ
ば
、
吉
原
と
は
「
倫
敦
到
著
以
来
、
枕
席
を
同
う
し
た
る
も
の
、
離
情
殊
に
深

き
も
の
が
あ
つ
た
」
と
い
う）（（
（

。
こ
れ
以
降
、
吉
原
は
ロ
ン
ド
ン
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
往
復
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
、
普

仏
戦
争
終
結
（
一
八
七
一
年
五
月
）
後
も
、
九
月
に
は
吉
原
が
英
国
か
ら
「
大
原
令
之
助
」
名
で
政
府
に
対
し
て
帰
国
の
申
請
を
出

し
て
お
り
、
政
府
は
「
当
局
御
入
用
」
と
い
う
理
由
で
認
め
な
か
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る）（（
（

。
何
ら
か
の
重
要
な
任
務
に
就
い
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
九
月
の
十
九
日
に
は
大
山
が
「
独
逸
国
国
内
フ
ラ
ン
ク
ホ
ー
ト
」
の
吉
原
に
宛
て
て
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、

こ
の
月
の
う
ち
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）（（
（

。
吉
原
は
当
時
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
、
紙
幣
印
刷
に
関
す
る

仕
事
に
従
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
た
め
、
吉
原
が
イ
エ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
在
籍
し
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
約
二
カ
月
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ー

ル
で
の
修
学
経
験
と
し
て
は
、
非
正
規
生
と
し
て
の
学
部
時
代
の
方
が
長
く
、
吉
原
に
と
っ
て
も
貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
吉
原
は
イ
エ
ー
ル
入
学
前
の
一
八
六
九
年
五
月
に
は
官
費
留
学
生
と
な
っ
て
い
た
た
め）（（
（

、
政
府
の
命
令
を
受
け
入
れ
ざ
る
を

得
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。
犬
塚
の
い
う
よ
う
に
「
好
成
績
で
卒
業
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
す

ぐ
に
戦
地
へ
と
赴
く
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
の
転
換
に
よ
っ
て
、
一
年
あ
ま
り
に
お
よ
ぶ
イ
エ
ー
ル
で
の
英
語
・
法
律
・
政
治
・
経
済
に

関
す
る
学
習
は
、
す
ぐ
に
実
践
の
舞
台
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
イ
エ
ー
ル
留
学
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は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
、　

外
交
官
・
大
蔵
官
僚
と
し
て

　

観
戦
武
官
団
で
の
活
動
後
、
欧
州
に
い
た
吉
原
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
到
着
し
た
岩
倉
使
節
団
に
召
喚
さ
れ
、
一
八
七
二
年
二
月

九
日
（
明
治
五
年
一
月
一
日
）
に
、「
本
官
ヲ
以
テ
外
務
取
調
通
訳
申
付
候
事
」
と
特
命
全
権
使
節
（
岩
倉
使
節
団
）
か
ら
辞
令
を
受

け
、
同
日
に
、「
三
等
書
記
官
ト
シ
テ
随
行
申
付
候
事
」
と
、
や
は
り
特
命
全
権
使
節
か
ら
辞
令
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
七

月
十
九
日
に
は
、
三
等
書
記
官
を
免
ぜ
ら
れ
、「
随
行
之
心
得
ヲ
以
テ
外
政
事
務
取
調
之
為
使
節
帰
朝
迄
英
国
に
滞
在
申
付
候
事
」

と
特
命
全
権
大
副
使
か
ら
辞
令
を
受
け
た
。
い
ず
れ
も
、「
大
原
令
之
助
」
と
し
て
辞
令
を
受
け
て
い
る）（（
（

。

　

以
後
、
吉
原
は
一
貫
し
て
外
交
事
務
調
査
を
も
っ
て
任
務
と
し
て
お
り
、
帰
国
後
の
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
三
月
に
右
大
臣
岩

倉
具
視
に
提
出
し
た
「
外
交
関
係
事
務
調
査
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、「
重
俊
閣
下
ニ
随
フ
テ
西
洋
ニ
在
ル
ヤ
外
交
関
係
ノ
事
務
ヲ
調

査
ス
可
キ
ノ
命
ヲ
奉
セ
リ
」
と
し
て
、
条
約
改
正
の
際
の
参
考
の
た
め
と
し
て
「
他
国
人
民
ヲ
接
遇
ス
ル
所
ノ
法
規
」
を
整
理
・
報

告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
吉
原
は
、
西
洋
各
国
で
は
、
外
国
人
で
も
あ
っ
て
も
「
両
国
信
好
ノ
友
義
」
に
よ
っ
て
「
相
当
ノ
保
護
」
を

加
え
る
の
が
「
公
理
」
で
あ
り
、
同
時
に
犯
罪
を
犯
せ
ば
自
国
民
と
同
じ
く
罪
を
問
わ
れ
る
と
し
て
、
外
国
人
の
動
産
不
動
産
へ
の

課
税
に
つ
い
て
も
自
国
民
同
等
に
扱
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
西
洋
各
国
で
は
外
国
人
に
「
政
治
ニ
関
係
ス
ル
ノ
権
」
を
与
え

る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
自
国
に
と
っ
て
「
掛
念
」
さ
れ
る
外
国
人
に
は
国
外
退
去
を
命
ず
る
権
利
も
、
各
国
は
保
有
し
て
い
る
と
い

う
。
実
際
、
英
国
で
は
外
国
人
に
も
自
国
民
と
ほ
ぼ
同
一
の
権
利
を
付
与
し
て
お
り
、
動
産
不
動
産
の
所
有
に
つ
い
て
も
対
等
だ
が
、

外
国
人
に
参
政
権
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
外
国
人
に
参
政
権
は
な
い
が
、
製
造
業
・
商
業
の
経
営
に
つ
い
て
は
自

国
民
と
同
等
で
あ
る
。
た
だ
、
外
国
人
は
正
式
な
在
留
資
格
を
得
て
も
、
あ
く
ま
で
「
戸
籍
」
は
外
国
人
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
が
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参
政
権
を
与
え
ら
れ
な
い
最
大
の
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
国
籍
の
離
脱
や
婚
姻
に
つ
い
て
も
、
詳
細
に
記
述
し
て

い
る）（（
（

。

　

冒
頭
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
吉
原
は
条
約
改
正
交
渉
上
の
参
考
と
し
て
こ
れ
を
書
い
て
お
り
、
不
平
等
条
約
を
改
正
し
て
対
等
条

約
と
し
、
外
国
人
に
も
一
定
の
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
の
前
例
と
し
て
欧
州
の
例
を
引
い
て
い
る
。
事
例
と
さ
れ
て
い

る
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
最
新
の
法
改
正
ま
で
把
握
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
吉
原
の
長
期
に
わ
た
る
留
学
や
観

戦
武
官
団
で
の
経
験
が
生
か
さ
れ
た
格
好
で
あ
っ
た
。「
吉
原
重
俊
略
伝
」
も
「
慶
應
二
年
外
遊
以
来
既
ニ
七
カ
年
ヲ
経
過
シ
只
管

苦
学
力
行
以
テ
海
外
情
勢
ノ
推
移
ニ
着
目
シ
彼
我
社
会
情
勢
ニ
通
暁
セ
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
」
と
し
て
、
七
年
に
お
よ
ぶ
苦
学
に
よ
っ

て
海
外
情
勢
に
通
暁
し
た
こ
と
や
、
普
仏
戦
争
で
の
経
験
に
よ
っ
て
、「
大
使
一
行
ノ
外
遊
ニ
付
テ
ハ
大
ニ
活
躍
シ
少
ナ
カ
ラ
ス
便

宜
ト
ナ
レ
リ
」
と
評
し
て
い
る）（（
（

。

　

ち
な
み
に
、
政
府
に
お
い
て
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
七
月
ま
で
、「
大
原
令
之
助
」
が
吉
原
重
俊
で
あ
る
と
は
把
握
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
明
治
四
年
十
二
月
九
日
に
文
部
省
が
太
政
官
史
官
に
提
出
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
同
年
七
月
に
、
文
部
大

輔
だ
っ
た
江
藤
新
平
が
宮
中
で
、「
大
原
」
が
自
ら
を
「
鹿
児
島
県
士
吉
原
弥
二
郎
」
と
称
し
て
い
る
名
簿
を
み
つ
け
、
調
査
し
た

と
こ
ろ
、「
吉
原
弥
二
郎
事
英
国
ニ
テ
大
原
令
之
助
ト
改
称
シ
居
候
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
江
藤
に
も
そ
の
旨
報
告
さ
れ
た
と
い
う）（（
（

。

た
だ
、
大
原
令
之
助
名
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
吉
原
は
こ
の
名
前
を
使
い
続
け
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。

　

岩
倉
使
節
団
で
の
勤
務
を
終
え
た
吉
原
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
四
月
に
外
務
省
五
等
出
仕
と
な
っ
た
あ
と
、
同
月
中
に
考

報
局
副
長
を
命
ぜ
ら
れ
、
十
月
二
十
五
日
に
は
外
務
一
等
書
記
官
と
し
て
米
国
公
使
館
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
。
先
述
の
通
り
、
政
府

は
す
で
に
大
原
す
な
わ
ち
吉
原
で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
が
、
吉
原
は
使
節
団
か
ら
の
帰
国
を
機
に
「
重
俊
」
と
改
名
し
た
ら

し
く
、
こ
れ
も
政
府
は
把
握
済
み
で
、
こ
れ
ら
の
辞
令
は
「
吉
原
重
俊
」
に
対
し
て
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
、
公
文
書
上
の
氏
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名
は
す
べ
て
吉
原
重
俊
と
な
っ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
も
、
こ
の
改
名
を
機
会
に
吉
原
重
俊
と
統
一
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、

お
そ
ら
く
米
国
勤
務
に
出
発
す
る
前
の
十
一
月
十
八
日
、
大
蔵
省
五
等
出
仕
と
な
っ
て
大
蔵
省
に
所
属
が
変
更
と
な
り
、
翌
年
一
月

に
租
税
助
、
七
月
に
は
横
浜
税
関
長
に
就
任
し
た
。
そ
の
翌
月
に
は
、
台
湾
出
兵
の
収
拾
の
た
め
全
権
弁
理
大
臣
と
し
て
北
京
に
派

遣
さ
れ
た
大
久
保
利
通
に
随
行
し
、
十
一
月
に
帰
朝
、
翌
月
に
租
税
権
頭
と
な
る
。
八
年
一
月
に
は
横
浜
税
関
長
を
免
ぜ
ら
れ
て
、

五
月
に
は
地
租
改
正
局
四
等
出
仕
、
九
年
二
月
に
大
蔵
大
丞
、
十
年
一
月
に
租
税
局
長
兼
関
税
局
長
と
な
り
、
翌
月
に
発
生
し
た
西

南
戦
争
に
お
い
て
は
熊
本
県
下
の
被
災
者
救
助
に
派
遣
さ
れ
た
。
十
二
年
十
二
月
に
議
案
局
長
に
転
じ
た
あ
と
、
翌
年
二
月
に
横
浜

正
金
銀
行
管
理
長
を
命
ぜ
ら
れ
、
三
月
に
は
大
蔵
少
輔
に
就
任
し
た
。
十
五
年
六
月
に
日
本
銀
行
創
立
委
員
と
な
り
、
後
述
の
通
り
、

同
年
十
月
に
開
業
し
た
日
本
銀
行
の
初
代
総
裁
と
な
る）（（
（

。

　

こ
の
間
の
経
歴
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
久
保
と
の
関
係
で
あ
る
。
右
の
通
り
、
吉
原
は
北
京
談
判
に
向
か
う
大
久
保
に
随
行
し
、

「
吉
原
重
俊
略
伝
」
に
よ
れ
ば
、「
事
件
解
決
ニ
少
ナ
カ
ラ
ス
尽
力
」
し）（（
（

、
実
際
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
、「
白
羽
二
重　

二
匹
」「
縮

緬
代
金
百
七
拾
円
」
を
下
賜
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
同
郷
の
大
久
保
と
は
、
い
つ
か
ら
か
は
不
明
だ
が
、
交
際
は
深
か
っ
た
よ
う
で
、「
吉

原
重
俊
関
係
資
料
」
に
は
、
い
ず
れ
も
年
不
詳
な
が
ら
、
吉
原
の
帰
国
後
、
会
合
の
約
束
を
し
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
取
り
調
べ
事

項
に
つ
い
て
の
指
示
を
受
け
た
り
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
り
、
と
い
っ
た
三
通
の
吉
原
宛
書
簡
が
残
っ
て
い
る）（（
（

。

こ
の
時
期
、
吉
原
は
外
務
官
僚
あ
る
い
は
大
蔵
官
僚
で
あ
り
、
大
久
保
は
一
貫
し
て
内
務
卿
で
あ
っ
た
た
め
、
直
接
の
上
司
で
は
な

く
、
い
わ
ば
非
公
式
に
指
示
を
受
け
、
面
会
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
久
保
が
北
京
談
判
の
際
に
吉
原
を
随
行
し
た
の
も
、
こ
う

し
た
交
際
を
通
じ
て
個
人
的
な
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
政
変
後
、
政
体
取
調
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
伊
藤
博
文
に
対
し
、
大
久
保
は
「
明
治
六
年
大
久

保
参
議
起
草
政
体
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
も
大
久
保
は
、
吉
原
と
吉
田
清
成
（
薩
摩
藩
第
一
次
海
外
留

学
生
、
当
時
大
蔵
少
輔
）
に
起
草
を
依
頼
し
、
三
者
の
相
談
の
上
、
意
見
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
す
で
に
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
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い
る）（（
（

。

　

伊
藤
が
政
体
取
調
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
十
一
月
十
九
日
で
、
政
変
で
板
垣
退
助
等
征
韓
派
参
議
が
辞
表
を
提
出
し
た
の

は
十
月
二
十
四
日
だ
が
、
同
日
に
は
大
久
保
が
吉
田
に
宛
て
て
、「
昨
夜
御
願
申
上
候
取
調
物
則
り
御
取
掛
下
、
今
晩
迄
に
凡
御
出

来
被
下
候
由
、
誠
に
大
幸
之
至
り
御
座
候
」
と
、
二
十
四
日
夜
に
は
取
調
書
が
で
き
そ
う
だ
と
聞
い
て
喜
ん
で
い
る
旨
が
記
さ
れ
て

い
る）（（
（

。
実
際
に
は
や
や
時
間
が
か
か
っ
た
ら
し
く
、
同
月
二
十
七
日
に
は
大
久
保
が
吉
田
宛
書
簡
で
、「
御
取
調
書
出
来
之
由
」
と

し
て
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
読
み
た
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
国
体
論
之
処
云
々
拝
承
仕
候
是
は
可
成
早
目
是
方
仕
合
御
座
候
間
大
略

を
一
通
り
順
序
を
取
御
取
調
被
下
綿
密
ニ
い
た
し
余
は
又
跡
々
に
御
回
し
被
下
ま
し
く
や
」
と
依
頼
し
て
お
り）（（
（

、
十
一
月
二
日
に
は

吉
原
に
対
し
て
も
、
前
日
吉
田
と
の
話
し
合
い
に
出
席
し
て
く
れ
た
こ
と
に
礼
を
述
べ
る
と
と
も
に
、「
猶
御
咄
申
上
度
候
付
今
晩

七
字
頃
参
上
可
致
候
」
と
、
自
ら
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
吉
原
の
も
と
を
訪
れ
る
旨
を
記
し
た
書
簡
を
送
っ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
十
一
月
一

日
の
会
合
が
取
調
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
一
月
二
日
付
の
大
久
保
・
吉
田
宛
書
簡
に
、「
昨
日
は
定
て
御
取
調
可

有
之
筈
御
苦
労
至
極
奉
存
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る）（（
（

。
吉
田
の
取
調
書
ま
た
国
体
論
が
い
つ
大
久
保
に
届
け
ら
れ
た
か
は
定
か

で
な
い
が
、
お
そ
く
と
も
十
一
月
五
日
ま
で
に
は
「
政
体
書
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
大
久
保
が
読
ん
で
お
り
、
同
月
五
日
、

大
久
保
は
吉
田
に
、「
確
定
之
政
体
論
ハ
詳
密
相
調
」
べ
て
あ
り
、
別
段
異
存
は
な
い
と
し
た
上
で
、
明
日
「
大
原
」
を
つ
れ
て
吉

田
の
も
と
を
訪
れ
る
た
め
待
っ
て
い
て
欲
し
い
と
述
べ
、「
大
原
」
か
ら
も
取
調
書
が
「
一
通
出
来
」
そ
う
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を

清
書
す
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る）（（
（

。
か
く
し
て
、
吉
田
と
吉
原
の
草
案
と
、
両
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
も
と
に
大
久
保
の
意
見
書
が
作

成
さ
れ
、
同
月
中
に
伊
藤
に
提
出
さ
れ
た）（（
（

。

　

大
久
保
の
意
見
書
は
、「
政
体
」
は
外
国
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
我
国
ノ
土
地
風
俗
人
情
時

勢
ニ
随
テ
」
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、「
民
主
」
制
度
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
長
く
封
建
制
度
に
親
し
ん
で
き
た
日
本

の
人
民
に
は
「
適
用
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
し
て
、「
定
律
国
法
ハ
即
ハ
チ
君
民
共
治
ノ
制
ニ
シ
テ
上
ニ
君
権
ヲ
定
メ
下
モ
民
権
ヲ
限
リ
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至
公
至
正
君
民
得
テ
私
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」、
と
「
君
民
共
治
」
の
必
要
性
を
説
い
た
。
そ
の
具
体
的
な
枠
組
み
を
定
め
る
も
の
と
し
て
、

「
確
固
不
抜
ノ
国
憲
ヲ
制
定
」
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
天
皇
は
国
政
執
行
に
お
い
て
「
無
上
ノ
特
権
」
を
有
し
、
政
治
的
責
任

は
負
わ
ず
、
勅
任
官
や
全
権
公
使
の
人
事
、
議
院
へ
の
議
案
の
下
付
、
賞
罰
、
爵
位
、
陸
海
軍
の
指
揮
な
ど
の
権
限
を
も
つ
と
さ
れ
、

そ
の
天
皇
を
太
政
大
臣
が
「
輔
弼
」
し
て
「
万
機
ヲ
統
理
」
す
る
ほ
か
、
華
族
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
、
行
政
長
官
を
メ
ン
バ
ー

と
す
る
「
議
院
」
あ
る
い
は
「
議
政
院
」
を
設
け
、「
国
憲
」
に
基
づ
い
て
予
算
、
課
税
、
立
法
、
貨
幣
鋳
造
・
発
行
、
国
債
発
行
、

軍
の
増
減
な
ど
、
一
定
の
議
事
を
審
議
す
る
も
の
の
、
そ
の
施
行
に
は
関
与
せ
ず
、
議
決
も
あ
く
ま
で
太
政
大
臣
へ
の
奏
聞
を
通
し

て
親
裁
を
仰
ぐ
べ
き
も
の
と
さ
れ
た）（（
（

。

　

ど
の
程
度
ま
で
吉
原
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
が
、
意
見
書
作
成
過
程
へ
の
深
い
関
与
か
ら
み
て
、
吉
原
の

政
治
構
想
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
長
期
の
留
学
や
視
察
、
外
交
官
、
大
蔵
官
僚
な
ど
と
し
て
見
聞
を

広
め
て
き
た
吉
原
の
、
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。

五
、　

日
銀
総
裁
と
し
て

　

日
銀
の
広
報
誌
『
に
ち
ぎ
ん
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』
は
、「
日
銀
総
裁
列
伝
」
と
題
す
る
シ
リ
ー
ズ
で
、
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年

十
月
開
業
と
と
も
に
初
代
総
裁
に
就
任
し
た
吉
原
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

総
裁
と
し
て
は
、
当
時
政
府
と
全
国
各
地
の
「
国
立
銀
行
」
が
発
行
し
て
い
た
不
換
紙
幣
の
回
収
整
理
を
進
め
、
日
本
銀
行
が
発
行
す
る
兌

換
銀
行
券
を
現
金
通
貨
の
中
心
と
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
ほ
か
、
手
形
、
小
切
手
の
流
通
を
促
進
す
る
な
ど
、
近
代
的
な
金
融
制
度
の
整
備

に
努
め
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
病
魔
に
冒
さ
れ
た
彼
は
明
治
二
〇
年
一
二
月
、
総
裁
の
現
職
の
ま
ま
死
去
し
ま
し
た
。
四
三
歳
と
い
う
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若
す
ぎ
る
死
で
し
た）

（（
（

。

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
不
換
紙
幣
の
回
収
整
理
事
業
、
日
本
銀
行
券
の
定
着
、
そ
し
て
手
形
、
小
切
手
の
流
通
な
ど
が
、
彼
の
在

任
約
五
年
間
の
、
主
な
業
績
で
あ
っ
た
。

　

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
五
月
一
日
に
日
銀
開
業
式
が
開
か
れ
、
松
方
正
義
大
蔵
卿
が
演
説
し
た
が
、
こ
れ
に
答
え
る
形
で
吉

原
は
、
そ
も
そ
も
「
財
政
」
と
は
、「
国
運
隆
替
に
係
る
所
民
命
休
戚
の
由
る
処
」
で
あ
る
と
し
て
、
日
銀
は
「
財
政
の
要
衝
に
当

り
て
一
大
機
関
と
な
り
全
国
の
貨
財
を
流
通
し
一
国
の
財
政
を
維
持
す
る
の
大
任
」
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
、
通
常
の
銀
行

と
は
異
な
る
以
上
、「
当
銀
行
に
従
事
す
る
者
鞠
躬
尽
力
豈
に
報
効
せ
る
処
あ
ら
ざ
る
可
け
ん
や
」
と
、
職
員
に
呼
び
か
け
た）（（
（

。「
全

国
の
貨
財
を
流
通
」
に
か
け
る
、
吉
原
の
自
負
と
意
気
込
み
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

不
換
紙
幣
は
、
主
に
政
府
紙
幣
と
国
立
銀
行
紙
幣
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
者
の
回
収
は
松
方
正
義
大
蔵
卿
の
も
と
、
す
で
に
回
収

の
見
通
し
が
た
っ
て
い
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
ま
だ
目
処
が
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
日
銀
創
立
の
翌
年
五
月
、
国
立

銀
行
条
例
を
改
正
し
、
国
立
銀
行
の
紙
幣
発
行
特
権
を
開
業
か
ら
二
十
年
と
限
定
し
た
上
で
、
日
銀
は
紙
幣
引
換
準
備
金
を
も
と
に

公
債
を
買
い
入
れ
、
そ
の
利
子
を
中
心
と
し
て
国
立
銀
行
紙
幣
償
却
の
元
資
と
す
る
政
策
と
日
本
銀
行
券
の
発
行
を
開
始
し
、
紙
幣

償
却
の
影
響
で
業
績
が
悪
化
し
て
い
た
国
立
銀
行
も
こ
れ
に
協
力
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
、
現
金
通
貨
は
日
本
銀
行
券
に
収
斂
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
十
二
月
に
吉
原
は
、
か
つ
て
普
仏
戦
争
の
観
戦
武
官
団
の
仕
事
な
ど
で
滞
在
し

た
ロ
ン
ド
ン
に
渡
っ
て
、
中
央
銀
行
業
務
の
視
察
を
行
っ
て
い
る）（（
（

。

　

吉
原
は
日
銀
の
国
内
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
も
努
め
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
七
月
、
松
方
に
対
し
て
、
地
方
情
勢
を
詳

し
く
観
察
し
、
日
銀
と
他
銀
行
と
連
携
し
て
地
域
の
金
融
・
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
、
当
時
大
阪
に
し
か
展
開
し
て
い
な

か
っ
た
支
店
機
能
を
拡
大
す
る
こ
と
を
申
請
し
て
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。
以
後
十
年
間
に
、
岐
阜
、
和
歌
山
、
西
部
、
札
幌
、
函
館
、
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根
室
、
京
都
、
と
支
店
・
出
張
所
を
拡
大
し
、
そ
の
後
も
支
店
・
出
張
所
、
事
務
所
は
増
え
続
け
、
統
廃
合
や
改
称
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、
現
在
の
三
十
二
支
店
十
四
事
務
所
体
制
が
整
っ
て
い
っ
た）（（
（

。

　

日
銀
総
裁
時
代
、
吉
原
は
病
気
が
ち
で
日
常
業
務
の
多
く
は
副
総
裁
の
富
田
鉄
之
助
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が）（（
（

、
そ
れ
で
も
、

先
述
、
ま
た
後
述
の
ご
と
く
海
外
へ
の
視
察
も
行
っ
て
お
り
、
そ
の
無
理
な
活
動
を
支
え
て
い
た
の
は
、
博
学
多
才
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
の
視
察
の
際
に
卓
越
し
た
英
語
力
が
活
か
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
仕
事
を
共
に
し
た
部
下
た
ち
は
、
多

く
の
場
面
で
そ
の
博
学
ぶ
り
に
驚
か
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
四
月
十
一
日
付
『
時
事
新
報
』
夕
刊
は
「
半
世
紀
の
財
界
を
顧
る
」
と
題
す
る
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
、

「
総
裁
吉
原
の
人
物
」
と
の
見
出
し
で
吉
原
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

吉
原
は
所
謂
秀
才
型
の
男
で
、
幼
に
し
て
神
童
の
誉
郷
党
に
高
く
、
元
治
元
年
五
代
友
厚
、
寺
嶋
宗
則
が
監
督
と
な
つ
て
薩
藩
最
初
の
海
外

留
学
生
と
し
て
森
有
礼
、
吉
田
清
成
等
を
率
ゐ
て
渡
欧
し
た
と
き
に
は
其
選
に
入
っ
て
い
る
。
明
治
四
年
帰
朝
四
月
十
九
日
外
務
書
記
生
十

月
二
十
五
日
外
務
書
記
官
と
な
り
米
国
在
勤
、
七
年
の
台
湾
征
討
事
件
に
は
大
久
保
に
随
行
し
て
清
国
に
行
つ
て
い
る
。
明
治
十
年
一
月
十

一
日
大
蔵
省
の
租
税
局
長
と
な
り
十
三
年
二
月
横
浜
正
金
銀
行
の
設
立
せ
ら
る
ゝ
や
其
監
理
官
と
な
り
十
三
年
三
月
大
蔵
少
輔
に
昇
任
し
た
、

其
後
日
本
銀
行
創
立
事
務
員
と
し
て
創
立
事
務
に
当
り
十
月
十
日
初
代
の
日
本
銀
行
総
裁
に
任
ぜ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
博
学
多
識
の
学
究

的
な
温
厚
な
男
で
、
日
本
銀
行
の
創
立
に
際
し
て
外
国
の
制
度
の
調
査
は
最
も
多
く
吉
原
の
力
に
依
っ
た
ら
し
い）

（（
（

　

吉
原
が
「
博
学
多
識
の
学
究
的
な
温
厚
な
男
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
吉
原
の
も
と
で
日
銀
副
総
裁
と
な
っ
て
そ
の
病
身
を
支
え
、

後
を
継
い
で
第
二
代
日
銀
総
裁
に
就
任
す
る
富
田
鉄
之
助
も
、
吉
原
は
温
和
で
人
と
争
う
こ
と
を
好
ま
ず
、
学
才
と
経
済
へ
の
熟
知

に
お
い
て
官
僚
中
そ
の
右
に
出
る
者
は
な
か
っ
た
と
い
い
、
自
分
の
地
位
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
、
藩
閥
意
識
も
低
か
っ
た
が
、
多
病
で
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決
断
力
に
は
乏
し
か
っ
た
と
証
言
し
て
い
る）（（
（

。
日
銀
総
裁
就
任
後
に
欧
州
へ
視
察
旅
行
を
し
た
際
、
同
行
し
た
大
蔵
官
僚
の
浜
田
市

助
（
帰
国
後
に
日
本
銀
行
に
入
行
し
、
検
査
局
長
）
も
、「
常
に
重
俊
の
博
学
強
聞
な
る
を
知
り
」、
吉
原
の
知
識
を
試
そ
う
と
ロ
ン
ド

ン
で
難
解
な
英
単
語
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
吉
原
は
そ
の
単
語
が
ラ
テ
ン
語
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
今
日
に
い
た
っ
て

い
る
か
を
蕩
々
と
語
り
、「
市
助
呆
然
と
し
て
語
な
し
、
重
俊
の
博
学
に
服
」
し
た
と
い
う）（（
（

。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
学
生
時
代
か

ら
吉
原
の
語
学
力
に
は
定
評
が
あ
り
、
そ
れ
が
発
揮
さ
れ
た
格
好
で
あ
っ
た
。

　

吉
原
は
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
三
月
か
ら
、
欧
州
で
の
無
記
名
公
債
証
書
の
販
売
調
査
・
交
渉
の
た
め
、
欧
州
へ
の
視
察
旅

行
を
行
っ
た）（（
（

。
明
治
十
八
年
三
月
十
六
日
、
吉
原
は
大
蔵
省
に
「
日
本
銀
行
願
書
」
を
提
出
し
、
公
債
証
書
の
販
売
に
つ
い
て
吉
原

自
ら
が
「
外
国
ヘ
渡
航
シ
彼
我
市
場
ニ
於
テ
実
地
発
売
方
」
調
査
し
た
い
、
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
翌
日
、
大
蔵
卿
松
方
正
義
は
、

日
銀
が
現
下
の
財
政
状
況
に
鑑
み
て
「
外
国
人
ニ
テ
金
札
引
替
無
記
名
公
債
証
書
所
望
ノ
向
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
、

「
総
裁
自
カ
ラ
彼
我
ヘ
渡
航
」
し
た
い
と
申
し
出
て
お
り
、
大
蔵
省
と
し
て
も
こ
れ
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
太
政
大
臣
三
条
実
美
に

許
可
を
求
め
た
。
こ
れ
は
「
伺
之
通
」
と
許
可
さ
れ
た
が
、
渡
航
に
際
し
て
、
松
方
は
取
引
先
銀
行
の
設
定
や
外
国
人
顧
問
の
採
用

な
ど
を
吉
原
に
委
任
し
て
お
り
、
事
実
上
は
調
査
と
い
う
よ
り
も
交
渉
が
目
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る）（（
（

。
こ
う
し
て
三
月
か
ら
八
月
に

か
け
て
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
で
調
査
・
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
八
月
十
八
日
付
で
松
方
は
、
吉
原
の
調
査
の
結
果
、「
公
債

証
書
者
純
然
タ
ル
内
国
債
ニ
シ
テ
其
体
裁
モ
普
通
一
般
ノ
証
書
ト
相
異
ナ
リ
旁
彼
地
市
場
ノ
気
合
ニ
適
セ
ス
到
底
発
売
方
六
カ
布
」

と
し
て
、
公
債
証
書
の
外
国
で
の
販
売
の
見
込
み
が
た
た
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
三
条
に
吉
原
の
帰
国
を
申
請
し
、
許
可
さ

れ
た）（（
（

。

　

欧
州
で
の
調
査
は
普
仏
戦
争
以
来
十
分
経
験
済
み
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
吉
原
は
自
ら
の
見
通
し
の
甘
さ
を
実
感
す
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
そ
の
博
学
ぶ
り
は
、
こ
う
し
た
視
察
旅
行
で
も
発
揮
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、「
日
本
銀
行
の
創
立
に
際
し
て
外
国
の
制
度
の
調
査
は
最
も
多
く
吉
原
の
力
に
依
っ
た
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
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ろ
う
か
。

　

吉
原
が
欧
州
で
観
戦
武
官
団
に
随
行
し
て
い
た
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
月
二
日
、
大
蔵
大
輔
・
大
隈
重
信
と
大
蔵
少
輔
・
井

上
馨
は
、
正
貨
兌
換
の
銀
行
券
を
発
行
す
る
「
バ
ン
ク
オ
フ
ジ
ャ
パ
ン
」
を
設
立
す
る
構
想
を
示
し
て
い
た
が
、
す
ぐ
に
日
本
銀
行

設
立
と
は
な
ら
ず
、
各
種
の
建
白
書
提
出
な
ど
を
受
け
て
、
西
南
戦
争
後
の
イ
ン
フ
レ
下
で
紙
幣
価
値
が
下
落
し
、
十
四
（
一
八
八

一
）
年
九
月
に
は
内
務
卿
・
松
方
正
義
も
中
央
銀
行
設
立
を
唱
え
る
意
見
書
を
提
出
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
翌
月
に
大
蔵
卿
に
就
任

し
た
松
方
は
十
五
年
三
月
に
日
本
銀
行
創
立
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
草
案
お
よ
び
日
本
銀
行
条
例
草
案

を
作
成
し
た
の
は
、
銀
行
局
長
の
加
藤
済
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
条
例
草
案
の
討
議
に
は
加
藤
、
吉
原
、
郷
純
造
、
富
田
鉄
之
助
、

が
参
加
し
、「
幾
十
回
」
の
会
合
を
も
っ
た
と
い
う
。
こ
の
意
見
書
が
採
用
さ
れ
、
元
老
院
の
審
議
な
ど
を
経
て
日
本
銀
行
条
例
が

十
五
（
一
八
八
二
）
年
六
月
二
十
七
日
に
布
告
さ
れ
た
。
翌
日
、
大
蔵
省
内
に
日
本
銀
行
創
立
事
務
取
扱
所
が
設
け
ら
れ
、
創
立
委

員
と
し
て
大
蔵
少
輔
の
吉
原
、
大
蔵
大
書
記
官
の
富
田
、
大
蔵
権
大
書
記
官
兼
銀
行
局
長
の
加
藤
の
三
名
が
創
立
委
員
に
任
じ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
考
慮
す
る
と
、
右
の
『
時
事
新
報
』
の
よ
う
な
評
価
は
吉
原
に
と
っ
て
は
過
分
と
い
え
よ
う
。
日
銀
創
立
に

際
し
て
深
く
関
与
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
加
藤
を
中
心
に
集
め
ら
れ
た
草
案
作
成
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
加
藤
が
初
代
総
裁
と
な
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
松
方
は
創
立
委
員
発
令
前
の
段
階
で
吉
原
総
裁
、

富
田
副
総
裁
と
い
う
内
意
を
示
し
て
お
り
、
加
藤
は
外
れ
て
い
た
。
加
藤
も
鹿
児
島
出
身
で
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
で
の
調
査
経
験

も
あ
っ
た
が
、
富
田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
出
世
が
あ
ま
り
に
早
く
、
今
回
も
総
裁
に
就
任
さ
せ
る
と
世
間
の
信
用
が
得
ら
れ
な

い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
、
吉
原
と
加
藤
の
両
方
を
総
裁
・
副
総
裁
に
任
用
す
る
と
、
薩
摩
閥
の
印
象
が
強
す
ぎ
、
こ
れ
も
世
間
の
目

を
気
に
し
た
こ
と
、
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
当
然
加
藤
は
不
服
で
、
仕
事
も
怠
慢
に
な
っ
て
い
っ
た）（（
（

。
吉
原
と
加

藤
と
は
常
に
仲
が
悪
く
、
加
藤
は
当
時
す
で
に
病
身
で
あ
っ
た
吉
原
に
辞
退
を
迫
り
、
療
養
に
努
め
る
よ
う
勧
め
た
こ
と
も
あ
る
、

と
富
田
は
記
し
て
い
る）（（
（

。
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加
藤
が
総
裁
に
な
れ
ず
、
か
つ
、
吉
原
と
加
藤
の
う
ち
一
名
し
か
総
裁
ま
た
は
副
総
裁
に
な
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
富
田
総
裁
、

加
藤
副
総
裁
あ
る
い
は
吉
原
副
総
裁
、
と
い
っ
た
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
吉
原
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の

豊
富
な
在
外
経
験
か
ら
国
際
経
済
に
明
る
く
、
当
時
の
経
済
界
で
は
珍
し
い
新
知
識
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
藩
閥
内
で
も

吉
原
以
外
に
該
当
者
が
お
ら
ず
、
世
間
の
評
判
も
よ
か
っ
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
松
方
は
あ
く
ま
で
薩
摩
閥
の
影
響
力
を
日

銀
に
及
ぼ
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
仙
台
出
身
の
富
田
が
総
裁
に
な
る
と
い
う
選
択
肢
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
創
立

委
員
三
名
中
も
っ
と
も
大
蔵
省
で
の
職
位
が
高
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
総
裁
就
任
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う）（（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

吉
原
は
キ
ャ
リ
ア
の
最
後
ま
で
、
そ
の
豊
富
な
海
外
経
験
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、　

む
す
び

　

も
と
も
と
少
年
時
代
か
ら
秀
才
の
誉
れ
高
か
っ
た
吉
原
重
俊
は
、
横
浜
な
ど
で
の
修
学
を
経
て
第
二
次
薩
摩
藩
海
外
留
学
生
に
選

ば
れ
、
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
在
学
中
か
ら
英
語
の
才
能
を
発
揮
し
、
同
校
の
校
長
の
推
薦
を
受
け
て
、
イ
エ
ー
ル
大
学
学

部
課
程
の
非
正
規
生
と
し
て
一
年
、
イ
エ
ー
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
正
規
生
と
し
て
二
カ
月
間
、
英
語
、
政
治
学
、
経
済
学
、
法
律

学
を
学
ん
だ
。
実
に
日
本
人
と
し
て
初
の
、
イ
エ
ー
ル
大
学
入
学
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ー
ル
卒
業
は
普
仏
戦
争
の
勃
発
と
い
う
外
在
的

要
因
に
よ
っ
て
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
イ
エ
ー
ル
の
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
そ
の
ま
ま
同
戦
争
の
観
戦
武
官
団
に
参
加
し
、
武
官
団

の
通
訳
を
務
め
、
パ
リ
籠
城
を
経
験
し
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
任
務
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
、
吉
原
は
、
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き

た
机
上
の
学
問
を
、
実
地
の
経
験
を
通
し
て
深
め
る
と
い
う
、
通
常
得
が
た
い
経
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

右
の
よ
う
な
経
歴
と
経
験
は
当
時
の
日
本
政
府
に
お
い
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
吉
原
は
帰
国
さ
え
許
さ
れ
ず
、
在
欧
中
の
ま

ま
米
国
に
召
喚
さ
れ
て
外
交
官
と
な
り
、
岩
倉
使
節
団
に
参
加
、
外
交
事
務
調
査
に
あ
た
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
長
期
に
わ
た
る
留
学
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や
観
戦
武
官
団
で
の
経
験
を
総
動
員
し
て
調
査
に
あ
た
っ
た
吉
原
は
、
条
約
改
正
後
の
日
本
を
見
据
え
て
、
欧
州
で
の
外
国
人
の
権

利
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
吉
原
は
、
公
的
に
は
外
交
官
、
そ
し
て
大
蔵
官
僚
と
し
て
歩
み
な
が
ら
、
私
的
に
は
大
久
保
利
通
の
腹
心
と
し
て
、
そ
の

国
家
構
想
を
練
る
一
端
を
担
っ
た
。
吉
原
が
大
久
保
に
提
出
し
た
取
調
書
は
管
見
の
限
り
現
存
し
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き

た
見
聞
を
踏
ま
え
て
、
吉
原
が
開
陳
し
た
は
じ
め
て
の
国
家
構
想
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
銀
総
裁
と
し
て
は
、
病
苦
に
苦
し
め

ら
れ
な
が
ら
も
、
中
央
銀
行
調
査
や
外
国
債
発
行
な
ど
の
た
め
、
自
ら
欧
州
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ

ま
で
の
経
験
か
ら
、
実
地
で
の
見
聞
や
交
渉
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
と
も
に
、
自
分
こ
そ
が
そ
の
任
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
、
経
験
と
実
績
を
踏
ま
え
た
強
烈
な
自
負
に
支
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
加
藤
か
ら
辞
退
を
求

め
ら
れ
、
病
気
を
患
い
な
が
ら
も
、
あ
え
て
総
裁
の
職
に
就
い
た
背
景
に
も
、
こ
う
し
た
自
負
が
存
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

吉
原
に
と
っ
て
、
国
境
は
ど
こ
ま
で
も
低
く
、
欧
米
は
、
距
離
と
し
て
も
感
覚
と
し
て
も
、
か
な
り
近
い
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
薩
摩
藩
で
あ
り
、
大
久
保
の
腹
心
と
な
っ
た
の
も
、
最
終
的
に
初
代

日
銀
総
裁
と
い
う
座
に
就
い
た
の
も
ま
た
、
薩
摩
閥
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
吉
原
は
藩
閥
の
論
理
と
人
脈
の
な
か
で
、
し
か
し

国
境
を
頻
繁
に
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
独
自
の
キ
ャ
リ
ア
を
切
り
開
い
た
希
有
な
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
の
墓
は
現
在
、
大
久
保
利
通

や
松
方
正
義
と
同
じ
、
東
京
の
青
山
霊
園
に
あ
る
。

（
1
）　
「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」（M

anuscripts and A
rchives, Y

ale U
niversity Library

）。

（
2
）　

犬
塚
孝
明
『
明
治
維
新
対
外
関
係
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
一
三
三
︱
一
九
二
頁
。
た
だ
し
、
イ
エ
ー
ル
を
「
好

成
績
で
卒
業
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
典
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
（
）　

イ
エ
ー
ル
大
学
の
日
本
人
留
学
生
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
評
伝
岡
部
長
職
︱
明
治
を
生
き
た
最
後
の
藩
主
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
、
一
八
七
九
年
に
同
大
学
に
入
学
し
た
岡
部
の
学
生
時
代
や
、
同
大
学
の
日
本
国
内
同
窓
会
組
織
に
つ
い

て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
個
人
研
究
の
中
で
イ
エ
ー
ル
留
学
時
代
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
ほ
か
に
大
橋

昭
夫
『
斎
藤
隆
夫
︱
立
憲
政
治
家
の
誕
生
と
軌
跡
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
星
亮
一
『
山
川
健
次
郎
伝
︱
明
治
を
生
き
た
会
津

人
・
白
虎
隊
士
か
ら
帝
大
総
長
へ
』（
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
あ
と
は
イ
エ
ー
ル
留
学
生
の
回
顧
録
が
み
ら
れ

る
程
度
で
、
イ
エ
ー
ル
日
本
人
留
学
生
の
研
究
そ
の
も
の
は
、
朝
河
貫
一
研
究
を
例
外
と
し
て
、
あ
ま
り
進
捗
し
て
い
な
い
。
吉
原
に
つ

い
て
も
、
曾
孫
で
あ
る
吉
原
重
和
が
最
近
発
表
し
た
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」（『
新
島
研
究
』
第
一
〇
四
号
、

二
〇
一
三
年
二
月
）
の
ほ
か
は
、
学
術
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

（
4
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
犬
塚
孝
明
『
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
』（
中
公
新
書
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
、
参
照
。

（
（
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
大
久
保
喬
樹
『
洋
行
の
時
代
︱
岩
倉
使
節
団
か
ら
横
光
利
一
ま
で
』（
中

公
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
六
頁
、
三
宅
晴
輝
『
日
本
銀
行
』（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
三
年
）、
一
一
二
︱
一
一
六
頁
。
薩
摩
藩
第

二
次
留
学
生
派
遣
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
明
治
維
新
対
外
関
係
史
研
究
』、
一
三
三
︱
一
四
六
頁
、
に
詳
し
い
。
な
お
、
元
治
二

年
二
月
か
ら
慶
応
二
年
一
月
ま
で
、
勝
海
舟
の
「
氷
解
塾
」
で
も
学
ん
で
い
た
（
高
橋
秀
悦
「「
海
舟
日
記
」
に
見
る
「
忘
れ
ら
れ
た
元

日
銀
総
裁
」
富
田
鉄
之
助
︱
戊
辰
箱
館
戦
争
後
ま
で
」『
東
北
学
院
大
学
経
済
学
論
集
』
第
一
八
二
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
一
〇
〇
頁
）。

（
（
）　

小
林
功
芳
『
英
学
と
宣
教
の
諸
相
』（
有
隣
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）、
三
八
︱
五
三
頁
、
前
掲
『
明
治
維
新
対
外
関
係
史
研
究
』、
一
四

一
︱
一
五
八
頁
。
吉
原
の
最
初
の
留
学
予
定
先
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
米
国
に
変
更
さ
れ
た
理
由
と
し
て
犬
塚
孝
明
は
、
本

文
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
に
よ
る
勧
誘
の
ほ
か
、
英
仏
よ
り
米
国
の
方
が
当
時
、
学
術
レ
ベ
ル
が
低
く
、
留
学
生
の
レ
ベ
ル
か
ら

適
当
と
思
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
当
時
は
英
仏
よ
り
米
国
の
方
が
、
学
費
が
低
か
っ
た
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
『
明
治
維
新
対
外

関
係
史
研
究
』、
一
三
八
︱
一
四
一
頁
）。
ブ
ラ
ウ
ン
は
マ
カ
オ
や
香
港
で
モ
リ
ソ
ン
記
念
学
校
の
校
長
を
務
め
、
一
時
帰
国
し
た
の
ち
に
、

日
本
に
や
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
一
八
四
七
年
の
一
時
帰
国
の
際
に
も
、
三
名
の
同
校
の
生
徒
を
モ
ン
ソ
ン
に
連
れ
て
帰
り
、
モ
ン
ソ

ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
さ
せ
、
う
ち
一
名
は
イ
エ
ー
ル
大
学
に
進
学
し
て
い
る
（
前
掲
『
英
学
と
宣
教
の
諸
相
』、
四
九
︱
五
三
頁
、

Edw
ard J.M

. Rhoads, Stepping Forth into the W
orld: T

he Chinese E
ducational M

ission to the U
nited States, 1872-

81 (H
ong K

ong: H
ong K

ong U
niversity Press, 2011), pp.（-8

）。
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（
7
）　

一
八
六
六
年
八
月
二
七
日
付
の
ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・
フ
ェ
リ
ス
宛
書
簡
で
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
薩
摩
藩
か
ら
の
留
学
生
に
つ
い
て
、「
こ
の
港

か
ら
出
帆
し
た
人
は
、
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
す
ぐ
れ
た
校
長
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ハ
モ
ン
ド
師
の
世
話
に
な
っ
て
、
英
語
の
勉
強
を

す
る
た
め
、
モ
ン
ソ
ン
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
記
し
、
同
年
一
二
月
三
一
日
付
の
同
人
宛
書
簡
で
も
、
ハ
モ
ン
ド
を
「
名
校

長
」
と
称
し
て
い
る
（
高
谷
道
男
編
訳
『
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
書
簡
集
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
部
、
一
九
六
五
年
、
二
〇
〇
︱
二
一

二
頁
）。

（
8
）　

前
掲
『
明
治
維
新
対
外
関
係
史
研
究
』、
一
六
〇
頁
。

（
9
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
九
頁
。

（
10
）　

塩
崎
智
「
幕
末
維
新
期
、
米
国
日
本
人
留
学
生
に
よ
る
英
文
発
信
例
の
考
察
︱
中
等
学
校
（
モ
ン
ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
）
卒
業
式
で

朗
読
さ
れ
た
英
文
ス
ピ
ー
チ
を
資
料
と
し
て
」（『
拓
殖
大
学
語
学
研
究
』
第
一
二
七
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）、
一
︱
三
四
頁
、

W
illiam

 Elliot Griffi
s, A

 M
aker of the N

ew
 O

rient Sam
uel R

obbins Brow
n: Pioneer E

ducator in China, A
m

erica, 
and Japan: the Story of his Life and W

ork (N
ew

 Y
ork: Flem

ing H
. Revell, 1902), p.21（.

（
11
）　

詳
し
く
は
、
前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
参
照
。
吉
原
と
新
島
と
の
交
流
、
お
よ
び
吉
原
の
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
井
康
博
『
新
島
襄
を
語
る
（
八
）
︱
ビ
ー
コ
ン
ヒ
ル
の
小
径
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
二
三
八
︱

二
三
九
頁
、
本
井
康
博
『
新
島
襄
を
語
る
（
九
）
︱
マ
イ
ナ
ー
な
れ
ば
こ
そ
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
二
〇
三
︱
二
〇
八
頁
、

塩
崎
智
『
ア
メ
リ
カ
「
知
日
派
」
の
起
源
』（
平
凡
社
選
書
、
二
〇
〇
一
年
）、
九
三
︱
一
一
三
頁
、
も
参
照
。

（
12
）　

ハ
モ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
英
学
と
宣
教
の
諸
相
』、
四
〇
頁
、
参
照
。

（
1（
）　W

oolsey Fam
ily Papers (M

S （（2), box 21, folder （9（, M
anuscripts and A

rchives, Y
ale U

niversity Library.

（
14
）　Y

ale U
niversity, Y

ale U
niversity C

atalogues 1868-75 (N
ew

 H
aven: Y

ale U
niversity), Students 2（. 

M
anuscripts and A

rchives, Y
ale U

niversity Library.

（
1（
）　Y

ale U
niversity, C

atalogue of the O
fficers and Students in Y

ale C
ollege, 1870-1871 (N

ew
 H

aven: Y
ale 

U
niversity), p.（（, M

anu scripts and A
rchives, Y

ale U
niversity Library.

（
1（
）　Y

ale College. Class of 1870., T
he Statistics of the Class of 1870, Y

ale College (N
ew

 H
aven: Class O

ffi
cers Bureau), 

p.1（, M
anuscripts and A

rchives, Y
ale U

niversity Library.

こ
れ
ら
の
資
料
の
調
査
・
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
同
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
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の
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ア
ン
・
ス
チ
フ
氏
お
よ
び
ク
ラ
リ
ン
・
ス
ピ
ー
ズ
氏
の
ご
協
力
・
ご
教
示
を
仰
い
だ
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
17
）　

Ｄ
・
Ｗ
・
ラ
ー
ネ
ッ
ド
著
・
河
野
仁
昭
編
『
回
想
録
』（
同
志
社
、
一
九
八
三
年
）、
五
頁
。

（
18
）　

竹
中
正
夫
「
Ｄ
・
Ｗ
・
ラ
ー
ネ
ッ
ド
」（『
同
志
社
時
報
』
第
七
六
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
一
〇
三
︱
一
〇
四
頁
、
大
越
哲
仁

「
ラ
ー
ネ
ッ
ド
と
セ
イ
ヤ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
」（『
新
島
研
究
』
第
九
九
号
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）、
五
七
︱
五
八
頁
。

（
19
）　

前
掲
「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」。

（
20
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
二
二
頁
。
本
井
康
博
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
前
掲
『
新
島
襄

を
語
る
（
八
）
︱
ビ
ー
コ
ン
ヒ
ル
の
小
径
』、
二
五
一
︱
二
五
三
頁
）。

（
21
）　

ち
な
み
に
回
想
録
中
に
あ
る
「
ウ
ー
ル
セ
ー
先
生
」
と
は
、
当
時
学
長
を
務
め
て
い
た
ウ
ー
ル
ジ
ィ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
前
掲

「
Ｄ
・
Ｗ
・
ラ
ー
ネ
ッ
ド
」（
一
〇
六
頁
）
は
、
こ
の
ウ
ー
ル
ジ
ィ
か
ら
政
治
学
の
講
義
を
受
け
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ィ
は

ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
授
だ
っ
た
が
、
政
治
学
に
も
通
じ
て
お
り
、
一
八
七
七
年
に
は
、T

heodore D
w

ight W
oolsey, Political Science 

or, T
he State T

heoretically and Practically Considered (N
ew

 Y
ork: Scribner, A

rm
strong &

 Com
pany, 1877)

、
と
い

う
著
書
も
刊
行
し
て
い
る
。

（
22
）　
「
吉
原
重
俊
略
伝
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）。

（
2（
）　
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
八
二
年
十
月
十
日
付
朝
刊
。

（
24
）　

前
掲
「
エ
ー
ル
大
学
日
本
学
生
名
簿
」。

（
2（
）　Y

ale Literary M
agazine, V

ol. （（, N
o.2 (N

ovem
ber 1870), p.10（.

（
2（
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
参
照
、
二
二
︱
二
三
頁
。
な
お
、
同
論
文
は
吉
原
が
イ
エ
ー
ル
を
去
っ

た
の
は
「
一
八
七
一
年
一
一
月
」
と
し
て
い
る
が
、
本
文
の
通
り
、
吉
原
が
欧
州
に
渡
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
八
七
〇
年
十
一
月
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
一
八
七
〇
年
一
一
月
」
と
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
大
山

が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
た
の
が
一
八
七
〇
年
十
月
二
十
八
日
で
、
十
一
月
二
日
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
向
け
て
出
航

し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
同
行
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
本
文
の
十
一
月
二
十
五
日
は
、
あ
く
ま
で
記
録
上
の
退
学
の
日
付
で
あ
っ
て
、

実
際
に
は
十
一
月
二
日
に
は
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
大
山
元
帥
伝
編
纂
委
員
編
『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』
大
山
巌
伝
刊
行

所
、
一
九
三
五
年
、
三
三
〇
頁
）。
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（
27
）　
『
読
売
新
聞
』
一
八
八
七
年
十
二
月
二
十
一
日
付
朝
刊
。

（
28
）　

前
掲
「
吉
原
重
俊
略
伝
」。

（
29
）　

前
掲
『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』、
三
四
〇
頁
。

（
（0
）　
「
公
文
録
」
明
治
四
年
・
第
一
三
九
巻
・
辛
未
・
文
部
省
伺
坤
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。

（
（1
）　
「
大
山
弥
助
書
簡
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）。
大
山
は
一
八
七
一
年
五
月
に
日
本
に
帰

国
し
て
お
り
（
前
掲
『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』、
三
四
二
頁
）、
こ
の
書
簡
で
は
御
親
兵
設
置
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
吉
原
に
報
じ
て
い
る
。

（
（2
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
二
三
頁
。

（
（（
）　

前
掲
「
新
島
襄
と
吉
原
重
俊
（
大
原
令
之
助
）
の
交
流
」、
九
頁
。

（
（4
）　
「
吉
原
重
俊
外
務
取
調
通
訳
辞
令
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）、「
吉
原
重
俊
三
等
書
記

官
随
行
辞
令
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）、「
吉
原
重
俊
英
国
滞
在
辞
令
」（「
吉
原
重
俊
関
係

資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）。

（
（（
）　
「
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.A

040171（（（00

、
単
行
書
・
大
使
書
類
原
本
肥
田
為
良
・
吉
原
重
俊
・
川
路

寛
堂
・
杉
山
一
成
報
告
理
事
功
程
・
全
（
国
立
公
文
書
館
）」。

（
（（
）　

前
掲
「
吉
原
重
俊
略
伝
」。

（
（7
）　
「
公
文
録
」
明
治
四
年
・
第
一
三
九
巻
・
辛
未
・
文
部
省
伺
坤
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
こ
の
当
時
は
氏
名
の
漢
字
を
厳
密
に
規
定
し

て
用
い
る
文
化
は
一
般
に
定
着
し
て
い
な
い
た
め
、
吉
原
も
自
ら
を
「
弥
次
郎
」
で
は
な
く
、「
弥
二
郎
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（8
）　
「
吉
原
重
俊
内
閣
履
歴
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）、「
吉
原
重
俊
考
法
局
副
長
辞
令
」

（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）、
前
掲
「
吉
原
重
俊
略
伝
」。
こ
の
間
、
明
治
十
三
年
一
月
に
創
立

さ
れ
た
交
詢
社
に
加
入
し
、
常
議
員
も
務
め
て
い
る
が
、
明
治
十
五
年
四
月
に
は
退
会
し
て
い
る
（『
交
詢
社
百
年
史
』
交
詢
社
、
一
九

八
三
年
、
五
二
、
六
二
、
一
八
〇
︱
一
八
一
、
六
六
〇
頁
）。

（
（9
）　

前
掲
「
吉
原
重
俊
略
伝
」。

（
40
）　

前
掲
「
吉
原
重
俊
内
閣
履
歴
」。

（
41
）　
「
大
久
保
利
通
書
簡
」（「
吉
原
重
俊
関
係
資
料
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
蔵
）。
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（
42
）　
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
五
巻
（
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
二
七
年
）、
一
三
一
︱
一
三
七
頁
、
笠
原
英
彦
『
大
久
保
利
通
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
五
九
頁
、
笠
原
英
彦
「
大
久
保
政
権
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
法
学
研
究
』
第
七
十
四
巻
六
号
、
二
〇

〇
一
年
六
月
）、
九
五
頁
、
藤
田
正
「
大
久
保
利
通
の
「
国
民
国
家
」
︱
「
立
憲
政
体
に
関
す
る
意
見
書
」
を
素
材
と
し
て
」（
明
治
維
新

史
学
会
編
『
明
治
維
新
の
政
治
と
権
力
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）、
一
一
〇
︱
一
一
一
頁
。

（
4（
）　

京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編
『
吉
田
清
成
関
係
文
書
』
一
・
書
簡
編
１
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）、
一
八
六
︱
一
八
七

頁
。

（
44
）　

前
掲
『
大
久
保
利
通
文
書
』、
一
二
一
︱
一
二
二
頁
。

（
4（
）　

前
掲
『
大
久
保
利
通
文
書
』、
一
三
一
頁
。

（
4（
）　

前
掲
『
吉
田
清
成
関
係
文
書
』
一
・
書
簡
編
１
、
一
八
七
︱
一
八
八
頁
。

（
47
）　

前
掲
『
大
久
保
利
通
文
書
』、
一
三
六
︱
一
三
八
頁
。
大
久
保
の
日
記
を
み
て
も
、
十
月
二
十
二
日
に
「
大
原
」
の
も
と
を
訪
ね
て

一
通
の
封
書
を
托
し
て
以
降
、
十
月
二
十
四
日
、
十
月
二
十
九
日
、
十
一
月
九
日
、
伊
藤
博
文
と
寺
島
宗
則
が
政
体
取
調
に
任
じ
ら
れ
た

十
一
月
十
九
日
、
十
一
月
二
十
二
日
、
十
一
月
二
十
三
日
、
十
二
月
二
日
、
と
「
大
原
」
が
頻
繁
に
大
久
保
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
本

文
に
も
あ
る
通
り
、
十
一
月
六
日
に
は
、
大
久
保
が
「
大
原
」
を
連
れ
て
吉
田
清
成
を
訪
問
し
た
（『
大
久
保
利
通
日
記
』
下
巻
、
日
本

史
籍
協
会
、
一
九
二
七
年
、
二
〇
六
︱
二
一
八
頁
）。
こ
の
「
大
原
」
は
吉
原
の
可
能
性
が
高
い
、
と
藤
田
正
は
推
測
し
て
い
る
が
、
筆

者
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
（
前
掲
「
大
久
保
利
通
の
「
国
民
国
家
」」、
一
二
四
︱
一
二
五
頁
）。
こ
の
書
簡
に
あ
る
「
大
原
」

も
当
然
、
吉
原
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
48
）　

前
掲
『
大
久
保
利
通
文
書
』、
一
八
二
︱
二
一
一
頁
。
大
久
保
意
見
書
の
作
成
過
程
、
背
景
、
内
容
、
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
掲

『
大
久
保
利
通
』、
一
五
六
︱
一
六
七
頁
、
前
掲
「
大
久
保
利
通
の
「
国
民
国
家
」」、
一
〇
二
︱
一
二
六
頁
、
前
掲
「
大
久
保
政
権
の
成
立

を
め
ぐ
る
一
考
察
」、
九
四
︱
一
〇
三
頁
、
な
ど
参
照
。

（
49
）　
「
明
治
六
年
大
久
保
参
議
起
草
政
体
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」（「
伊
藤
博
文
関
係
文
書
」
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
、
書
簡
の
部
、

五
〇
三
）。

（
（0
）　
「
日
銀
総
裁
列
伝　

第
二
回　

吉
原
重
俊
」（『
に
ち
ぎ
ん
ク
オ
ー
タ
リ
ー
』
第
四
六
号
、
一
九
九
七
年
夏
季
号
）。

（
（1
）　
『
読
売
新
聞
』
一
八
八
三
年
五
月
二
日
付
朝
刊
。
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（
（2
）　

前
掲
『
日
本
銀
行
』、
一
一
二
︱
一
一
六
頁
、
実
業
之
世
界
社
編
輯
局
編
『
財
界
物
故
傑
物
伝
』
下
巻
（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
三

六
年
）、
六
一
九
頁
。

（
（（
）　K

ris Jam
es M

itchener and M
ari O

hnuki, 

“Institutions, Com
petition, and Capital M

arket Integration in Japan

”, 
T

he Journal of E
conom

ic H
istory, V

ol. （9 N
o.1 (M

arch 2009), pp.1（（-1（7.

（
（4
）　

吉
野
俊
彦
『
忘
れ
ら
れ
た
元
日
銀
総
裁
富
田
鉄
之
助
伝
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
四
年
）、
七
〇
︱
九
四
頁
。

（
（（
）　
『
時
事
新
報
』
一
九
三
一
年
四
月
十
一
日
付
夕
刊
「
半
世
紀
の
財
界
を
顧
る
（
三
三
）」。
引
用
文
に
は
、
森
や
吉
田
と
と
も
に
「
薩

摩
藩
最
初
の
海
外
留
学
生
」
の
選
に
入
っ
た
、
と
あ
る
が
、
正
し
く
は
第
二
次
の
留
学
生
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
と

お
り
で
あ
る
（
な
お
、
最
初
の
留
学
生
派
遣
は
元
治
元
年
で
は
な
く
慶
応
元
年
）。
こ
の
ほ
か
経
歴
に
も
不
正
確
な
記
述
が
多
い
が
、
正

し
く
は
本
文
の
通
り
で
あ
る
。

（
（（
）　

前
掲
『
忘
れ
ら
れ
た
元
日
銀
総
裁
富
田
鉄
之
助
伝
』、
六
九
頁
。

（
（7
）　

実
業
之
日
本
社
編
『
実
業
家
奇
聞
録
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
〇
〇
年
）、
二
〇
七
︱
二
〇
八
頁
。

（
（8
）　

こ
の
欧
州
視
察
旅
行
は
、
表
向
き
は
欧
州
銀
行
の
調
査
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
さ
ら
な
る
目
的
は
公
債
証
書
の
売
却
に
あ
る
こ

と
は
、
報
道
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。『
東
京
経
済
雑
誌
』（
第
一
五
九
号
、
一
八
八
五
年
四
月
四
日
、
四
二
四
︱
四
二
六
頁
）
の
記
事

「
吉
原
重
俊
君
欧
州
に
赴
く
」
は
、「
今
回
の
行
は
欧
州
諸
銀
行
の
実
況
を
視
察
す
る
に
あ
り
と
雖
も
重
な
る
目
的
は
公
債
証
書
売
却
の
件

な
ら
ん
」
と
伝
え
て
い
る
。

（
（9
）　
「
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.A

0（022917800

、
公
文
別
録
・
大
蔵
省
・
明
治
一
五
年
～
明
治
一
八
年
・
第

五
巻
・
明
治
一
八
年
一
月
～
明
治
一
八
年
七
月
（
国
立
公
文
書
館
）」。

（
（0
）　
「
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.A

0（022919700

、
公
文
別
録
・
大
蔵
省
・
明
治
一
五
年
～
明
治
一
八
年
・
第

六
巻
・
明
治
一
八
年
七
月
～
明
治
一
八
年
一
二
月
（
国
立
公
文
書
館
）」。

（
（1
）　

日
本
銀
行
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
銀
行
百
年
史
』（
日
本
銀
行
、
一
九
八
二
年
）、
一
八
︱
二
一
八
頁
。

（
（2
）　

前
掲
『
忘
れ
ら
れ
た
元
日
銀
総
裁
富
田
鉄
之
助
伝
』、
六
七
︱
六
九
頁
。

（
（（
）　

吉
野
俊
彦
『
歴
代
日
本
銀
行
総
裁
論
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）、
一
六
頁
、
前
掲
『
忘
れ
ら
れ
た
元
日
銀
総
裁
富
田
鉄
之

助
伝
』、
六
九
頁
。
明
治
十
五
年
六
月
時
点
で
の
大
蔵
省
内
の
職
位
は
、
上
か
ら
、
大
蔵
卿
が
松
方
正
義
、
大
蔵
大
輔
は
空
席
で
大
蔵
少
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輔
が
吉
原
重
俊
で
あ
り
、
吉
原
は
大
蔵
省
ナ
ン
バ
ー
２
の
地
位
に
あ
っ
た
。
続
く
大
書
記
官
は
富
田
鉄
之
助
を
含
め
て
十
名
お
り
、
加
藤

と
同
じ
権
大
書
記
官
も
八
名
い
た
（
彦
根
正
三
編
『
改
正
官
員
録
』
博
公
書
院
、
一
八
八
二
年
）。
同
じ
権
大
書
記
官
は
と
も
か
く
、
加

藤
が
十
名
の
大
書
記
官
と
大
蔵
少
輔
を
飛
ば
し
て
総
裁
の
座
に
就
く
の
は
、
富
田
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
出
世
が
早
か
っ
た
だ
け

に
、
世
間
の
目
が
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

追
記　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
二
月
十
三
日
に
イ
エ
ー
ル
大
学
歴
史
学
部
で
行
っ
た
特
別
講
義
「A

sakaw
a K

anichi as a 

“Caretaker

” 
of Y

ale Japanese Students

」
の
内
容
を
も
と
に
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
あ
た
り
、
寺
尾
美
保
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
）、
内
山
一
幸
氏
（
福
岡
大
学
非
常
勤
講
師
）、
町
田
剛
士
氏
（
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
）、

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ア
ン
・
ス
チ
フ
氏
（
イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
）、
ク
ラ
リ
ン
・
ス
ピ
ー

ズ
氏
（
イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ツ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
）、
ダ
ニ
エ
ル
・
ボ
ツ
マ
ン
氏
（
イ
エ
ー
ル
大
学
歴
史

学
部
教
授
）
に
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


